
船舶事故調査報告書 

平成２９年４月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２８年１１月２０日 １４時００分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市博多港第３区 

 博多港西公園下防波堤灯台から真方位２７２°１,１００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°３６.４′ 東経 １３０°２２.０′） 

事故の概要  プレジャーボートユニティは、北東進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 平成２８年１１月２１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート ユニティ、８.５トン 

 ２３５－３１６１７福岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 推進器及び舵に曲損、船底部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北、風速 約６m/s、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 高潮時 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人１人を乗せ、ヨットレースの

観覧を終え、福岡市鵜
う

来
ぐ

島西方海域を出発し、‘博多港の東防波堤西

方沖の釣り場’（以下「本件釣り場」という。）に向かった。 

本船は、船長がフライングブリッジの椅子に腰を掛けて操船に当た

り、本件釣り場に向け、約１８ノットの対地速力で手動操舵により北

東進中、鵜来島から北方に拡延する浅所に乗り揚げ、乗り切った。 

船長は、鵜来島から南方に拡延する浅所の存在は知っていたが、同

島から北方に拡延する浅所の存在は知らなかった。 

船長は、ふだん、本件釣り場に向かう場合、定係地を出航し、のり

養殖施設の北側を北東進する針路としていたが、本事故当時、ヨット

レースの観覧のため、同施設の南側を通過した後、本件釣り場に向か

った。 

鵜来島北方沖には、博多港鵜来島北灯浮標が敷設され、右舷標識

（水源に向かって、航路又は可航水域の右側の端を示す。）が表示さ

れていたが、船長は、同灯浮標を視認していなかった。 

分析  本船は、船長が、鵜来島から北方に拡延する浅所の存在を知らなか

ったことから、同浅所域を航行したものと考えられる。 

原因  本事故は、船長が、鵜来島から北方に拡延する浅所の存在を知らな

かったため、同浅所域を航行し、本船が同浅所に乗り揚げたものと考

えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

 ・航行予定海域は、事前に水路調査を十分に行うこと。  


